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１
月
10
日
、
第
74
回
下
市
町

成
人
式
が
下
市
観
光
文
化
セ
ン

タ
ー
で
行
わ
れ
、
華
や
か
な
振

り
袖
や
ス
ー
ツ
に
身
を
包
ん
だ

新
成
人
が
、
大
人
へ
の
一
歩
を

踏
み
出
し
ま
し
た
。

　

今
年
の
成
人
式
は
、
平
成
12

年
４
月
２
日
か
ら
平
成
13
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
を

対
象
に
開
催
さ
れ
、
対
象
者
の

う
ち
、
男
性
23
名
・
女
性
11
名

の
併
せ
て
34
名
が
出
席
し
ま
し

た
。　

　

式
典
で
は
、
福　

隆
生
さ
ん

が
司
会
進
行
を
、
ピ
ア
ノ
伴
奏

を
山
田
智
之
さ
ん
が
務
め
た
ほ

か
、
新
成
人
を
代
表
し
て
酒
井

貴
都
さ
ん
が
「
こ
の
町
の
柱
と

し
て
支
え
て
い
け
る
よ
う
に
、

私
た
ち
に
何
が
で
き
る
の
か
を

し
っ
か
り
考
え
、
社
会
の
一
員

と
し
て
猪
突
猛
進
し
て
ま
い
り

ま
す
。
」
と
新
成
人
の
決
意
を
述

べ
ま
し
た
。

　

式
典
後
の
懇
親
会
で
は
、
仲

間
と
の
再
会
に
歓
喜
の
声
が
絶

え
ず
、
懐
か
し
い
顔
を
見
つ
け

て
は
写
真
を
撮
り
合
っ
た
り
、

近
況
報
告
を
し
た
り
と
、
再
会

を
喜
び
、
旧
交
を
温
め
合
う
様

子
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

二
十
歳
の
門
出
を
祝
う

第
74
回
下
市
町
成
人
式

①みんなでワンハート
②力強く誓いの言葉を述べた
　酒井貴都さん
③司会進行を務めた福　隆生さん
④ピアノ伴奏を務めた山田智之さん
⑤・⑥受付の様子
⑦懇親会の様子
⑧記念写真撮影の様子
⑨式典の様子　　　　　　　　

①

②

③

⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨

④
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下
市
町
消
防
団

　

１
月
10
日
に
開
催
を
予
定
し
て
い

た
新
春
恒
例
の
下
市
町
消
防
団
出
初

式
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
防
止
の
た
め
、
中
止
と
な
り

ま
し
た
。

　

こ
の
日
行
わ
れ
る
予
定
の
永
年
勤

続
表
彰
に
つ
い
て
は
、
１
月
17
日
に

開
か
れ
た
役
員
会
で
代
表
者
に
表
彰

状
な
ど
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
表
彰
状
・
感
謝
状
を
受
賞

さ
れ
た
の
は
次
の
方
々
で
す
。

▼
町
長
表
彰

【
感
謝
状
（
退
職
団
員
）】

山
本　

尚
武
⑦　

 

下
田 

登
志
成
⑧

吉
岡　

良
訓
⑨　

 

吉
岡　

 

岩
男
⑨

林　
　
　

博
⑫

【
勤
続
20
年
】

橋
屋　

和
弘
④　

 

山
下　

訓
弘
④

東　
　
　

隆
⑤

受
賞
者

【
勤
続
15
年
】

田
中　

照
雄
①　

 

南　
　

 

佳
治
①

吉
崎　

道
雄
②　

 

葊
橋　

 

秀
起
②

椿
本　

教
治
④　

 

西
村　

 

佳
訓
⑤

前
垣　

昇
司
⑥　

 

清
水　

 

　

徹
⑥

和
泉　

佳
利
⑦　

 

浦　

 

　

義
人
⑧

桝
谷　

博
継
⑪

【
勤
続
10
年
】

古
川　

聡
志
②　

 

小
川　

 

大
輔
③

松
本　

裕
二
④　

 

藤
岡　

 

　

清
④

庄
司　

雅
哉
④　

 

松
田　

 

和
也
⑧

 

▼
団
長
表
彰

【
表
彰
状
】

桝
本　

靖
明
③　

 

吉
谷　

 

侑
輝
③

⻆
田　

恵
輔
⑤　

 

北
平 
誠
太
郎
⑥

▼
吉
野
警
察
署
長
表
彰

【
優
良
消
防
団
員
】

杉
本　

篤
哉
⑥　

 

谷
川　

 

克
彦
⑨

【
勤
続
30
年
】

吉
村　

文
宏
⑩

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

○
内
数
字
は
分
団
名

数
字
無
し
は
本
部

　

県
消
防
協
会
吉
野
支
部
の
連
合
出

初
式
に
つ
い
て
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、

中
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

下
市
町
か
ら
次
の
皆
さ
ん
が
表
彰

さ
れ
ま
し
た
。

【
知
事
表
彰
】

 

霜
辻　

公
広
⑤

 

本
田　

雅
也
⑧　

 

森
田　

浩
一
⑪

【
奈
良
県
消
防
協
会
長
表
彰
】

 

森
田　

晃
央
③

 

前
垣　

昇
司
⑥

 

松
尾　

義
弘
⑫ 

【
奈
良
県
消
防
協
会

　
　
　
　
　
　

吉
野
支
部
長
表
彰
】

 
花
井　

浩
平
③ 

 

葊
橋　

 

昌
紀
③

 

浦
西　
　

晃
④　

木
地
本 

義
久
④  

 

木
田　

隆
之
④　

住
田 

　

直
哉
④

 

中
林　
　

渡
④　

仲
嶋　

 

幸
久
⑧

 

堀　

健
一
郎
⑨　

岡
田　

 

道
憲
⑫ 

　

12
月
21
日
、
下
市
町
区
長
連
合
会
（
川

岸
会
長
）
か
ら
防
犯
カ
メ
ラ
が
下
市
町

に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
寄
贈
さ
れ
た
防

犯
カ
メ
ラ
は
、
今
年
の
４
月
か
ら
下
市

小
学
校
の
仮
校
舎
と
し
て
運
用
さ
れ
る

下
市
南
小
学
校
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

カ
メ
ラ
の
購
入
に
は
、
下
市
町
社
会

を
明
る
く
す
る
運
動
の
募
金
も
活
用
さ

れ
て
お
り
、
川
岸
区
長
連
合
会
長
は
「
子

ど
も
達
の
、
そ
し
て
地
域
の
安
全
を
見

守
る
新
し
い
目
と
し
て
、
治
安
向
上
に

役
立
て
て
も
ら
え
れ
ば
」
と
話
し
て
い

ま
し
た
。

県
消
防
協
会
吉
野
支
部

子
ど
も
達
の
安
全
安
心
の

た
め
に
防
犯
カ
メ
ラ
を
寄
贈

―
下
市
町
区
長
連
合
会
―

●正門・駐車場を監視
●カメラの映像は職員室でモニタリング

3



口座振替の前納・早割を利用すると、国民年金保険料が割引されます。

○早割は毎月５０円お得！！
国民年金保険料の納付期限は翌月末ですが、当月末に口座振替する方法のことを「早割」といいます。

※現金納付の場合は、当月末までに納付していただいても割引はありません。

・毎月現金で納付する場合　　１６，５４０円（令和２年度）

・口座振替で早割にした場合　１６，４９０円（　　〃　　）

毎月５０円お得になり、年間６００円お得になります！！

○６カ月分・１年分・２年分をまとめて前納はさらにお得！

前納種類 前納期間 提出期限 口座振替日

6 カ月
 4 月 ～ 9 月 2 月末 4 月末

10 月 ～ 翌年 3 月 8 月末 10 月末

1 年  4 月 ～ 翌年 3 月 2 月末 4 月末

2 年  4 月 ～ 翌々年 3 月 2 月末 4 月末

割引額 備考口座振替 現金納付
通常の納付

（翌月末振替・納付） 円 0 円
早割

（当月末振替） 50 円 － 口座振替のみで現金には割引はあり
ません

６カ月前納 1,130 円 810 円 口座振替は現金より 320 円お得

１年前納 4,160 円 3,520 円 口座振替は現金より 640 円お得

２年前納 15,840 円 14,590 円 口座振替は現金より 1,250 円お得

〇前納の受付は２月末までです。（早割は、随時受付しています。）

申し込みは…「口座振替申出書」に必要な事項を記入・押印（金融機関への届出印）し、大和高田年

  　　　　　　金事務所へ提出してください。

お申し込み前に必ず提出期限をご確認ください。また、郵送の場合は提出期限に間に合うように余裕
をもって投函してください。
問合せ
大和高田年金事務所　　　☎ ０７４５－２２－３５３１

下市町役場　住民保険課　☎ ０７４７－５２－０００１（代表）

　　　　　　　　　　　　IP ０７４７－６８－９０６３（直通）

国民年金保険料の納付は口座振替での前納・早割が便利でお得です！

　

１
月
12
日
、
町
産
材
を
使
用
し

た
木
の
玉
プ
ー
ル
が
下
市
こ
ど
も

園
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
木
の
玉
プ
ー
ル
は
、
木
育

の
一
環
と
し
て
幼
少
期
か
ら
木
へ

の
関
心
を
持
ち
、
木
の
ぬ
く
も
り

を
感
じ
て
も
ら
お
う
と
、
森
林
環

境
譲
与
税
を
活
用
し
て
作
製
さ
れ

た
も
の
で
す
。

下
市
町
の
木
材
を
使
用
し
た

木
の
玉
プ
ー
ル
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こんな便利な物が突然火災に！！　
　近年、携帯電話やモバイルバッテリーなどのリチウムイオン

電池が発熱したり、火が出るといった事故が急増しています。

事故の原因としては、製造過程の不具合によるものと取扱方法

の誤りなどが考えられます。リチウムイオン電池を使用した製

品を使用する場合は、次のことに注意してください。

①電池が異常に熱くなる、または膨らむ
　⇒内部に異常がある可能性があるので、ただちに使用を中止してください。

②転倒や落下などの衝撃で変形
　⇒内部で電極同士がショートし、発熱、発火する可能性がありますので、使用を中止してください。

　　また、衝撃は与えないでください。

③就寝中の充電
　⇒ふとんのような燃えやすいところではなく、まわりに燃えやすい物がないところで充電してくだ

　　さい。

④リコール情報
　⇒使用している製品のリコール情報をインターネットで確認し、リコール対象の製品であれば、使

　　用を中止してください。

⑤ついていますか？「ＰＳＥ」マーク
　⇒海外で作られた製品の中には、製造過程の対策が甘く、

　　ミクロン単位の異物が混入　　してしまうことがあるの

　　で、購入の際は、 ＰＳＥマークの入った製品であるか確

　　認してください。

春季全国火災予防運動【３月１日～７日】
統一標語　「 その火事を　防ぐあなたに　金メダル 」

火災が発生しやすい時季を迎えますので、火気の取り扱いには十分注意しましょう。

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント

　　　－３つの習慣・４つの対策－
３つの習慣

・寝タバコは、絶対やめる。

・ストーブは、燃えやすい物から離れた位置で使用する。

・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

４つの対策

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

・寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎品を使用する。

・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを備える。

・お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制つくる。

下市消防署からのお知らせ
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下市町保健センターからのお知らせ 場所／下市町保健センター　

事　　業　　名 日　　　　　　　　　時 対　象　者　・　内　容　等

乳児健診

前　期
（３～５か月）

２月１６日（火）

午後１時～
詳細な時間は個別案内させていただきます。

前期（３～５か月児）
令和２年９月１日～令和２年１１月３０日生

後　期
（９～11か月）

午後１時３０分～
詳細な時間は個別案内させていただきます。

後期（９か月～１１か月児）
令和２年３月１日～令和２年５月３１日生

し も ぴ よ ラ ン ド
（ 子 育 て 教 室 ） ２月１７日（水）午前１０時～正午

対象：４歳までの児とその保護者
内容：親子でリトミック
参加希望の方は健康福祉課まで電話予
約を願いします。

問合せ　下市町役場　健康福祉課　保健予防係 ☎ ０７４７-５２-０００１（内線１５９・１６０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IP ０７４７-６８-９０６５（直通）  　　

〇インフルエンザの助成金申請について
　６４歳以下でインフルエンザ予防接種を既に接種された方、６５歳以上で役場より助成の申請書が

届いている方はできるだけお早めにインフルエンザ予防接種助成の申請を済ませていただきますよう

お願いいたします。

〇ごんたくん健康ポイントカードのポイント失効について
　健康事業参加の際にごんたくん健康ポイントカードを作成していただいた方で、昨年度（平成３１

年４月１日～令和２年３月３１日）にポイントカードを作成の方は令和３年３月３１日でポイントが

失効になります。

　景品交換希望の方はポイント失効日までに下市町役場の健康福祉課の窓口までごんたくん健康ポイ

ントカードを持参していただきますようお願いいたします。

吉野税務署からのお知らせ　　☎０７４６- ３２- ３３８５

PC・スマホで確定申告　３密回避にご協力ください
進化するスマート申告！～５つのステップで自宅から手続完結！～

「マイナンバーカード」または「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」をお持ちの方は、自宅等か

らＰＣ・スマホで申告ができます。

令和２年分の所得税及び
復興特別所得税の確定申告期間は、
２月１６日（火）～ ３月１５日（月）です。

国税庁
ホームページに

アクセス
金額などを入力

申告書データ
を保存

提出方法を選択 ｅ-Ｔａｘで送信

・確定申告会場へ入場いただくまで、長時間お

　待ちいただくことがあります。

・「検温」「マスクの着用」「手指の消毒」等の

　感染予防対策にご協力ください。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止

　するため、混雑緩和を図る観点から確定申告

　会場への入場は「入場整理券」が必要となり

　ます。

　　入場整理券は、当日会場で配付しますが、

　事前に「ＬＩＮＥ」アプリでも発行可能です。

　　状況により早めに配付を終了する場合があ

　りますのでご了承ください。

１ ３ ５２ ４

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を中止・延期させていただく場合があります。
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令和３年度　町民税・県民税申告のお願い
申告期間　２月１６日（火）～３月１５日（月）

町民税・県民税の申告が必要な方

町民税・県民税の申告をしなくてもいい方

　令和２年中（令和２年１月１日～令和２年１２月３１日）の所得に対して課税される令和３年度町県

民税の申告書を提出していただく時期になりました。この申告書は、みなさんの町県民税・国民健康保

険税等を正しく算出する基礎となり、所得証明などの証明書発行にも重要なものですので必ず期限内に

提出してください。

　申告が必要と思われる方には、２月上旬に町県民税の申告書を郵送いたします。郵送されていない方

で申告書が必要な方はご連絡ください。

　令和３年１月１日現在、町内に住所があり令和２年中（令和２年１月１日～令和２年１２月３１日）

に所得のあった方

◆確定申告を税務署へ提出される方

◆給与所得のみで、勤務先などから給与支払報告書が役場へ提出されている方（注）

◆公的年金所得のみで、支払先から公的年金等支払報告書が役場へ提出されている方（注）

（注）各種所得控除（雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除 ･地震保険料控除・

配偶者（特別）控除・扶養控除等）を受けようとする方または配偶者（特別）控除、扶養控除等

に変更がある方は町民税・県民税申告書または確定申告書の提出が必要となります。

問合せ　下市町役場　税務課　住民税係　

　　　　☎ ０７４７-５２-０００１（内線１７３・１７５）

        IP ０７４７-６８-９０６６（直通）

　申告書提出時に申告者本人の個人番号確認及び身元確認を行います。
　「個人番号カード」、「通知カード」、「個人番号が記載された住民票の写し」のいずれか１点と身元確
認書類の提示・提出（写し）にご協力ください。

※　令和２年中に所得がなかった場合でも下記のような方は、それぞれの業務の基礎資料となります

　　ので、町民税・県民税申告書の提出をお願いいたします。

①国民健康保険に加入している方及びその世帯主（国保税算定や軽減判定及び高額療養費の判定に必要）

②介護保険に加入している方（保険料の算定に必要）

③後期高齢者医療制度に加入している方及びその家族（保険料の算定や軽減判定に必要）

④医療費助成制度の受給者及びその家族（受給資格判定資料に必要）

⑤国民年金に加入している方（免除申請に必要）

⑥障害基礎年金などの受給者（受給資格判定に必要）

⑦保育園児・こども園児の保護者（保育料等の算定に必要）

⑧福祉サービスを受ける方（受給資格判定資料に必要）

⑨町営住宅に入居されている方（家賃決定に必要）

⑩他の人に扶養されている方（認定等の所得証明書発行のために必要）

⑪住民税に係る各種証明書等の交付を必要とする方

⑫下市町ＣＡＴＶ利用促進補助金を申請される方（令和３年度予算成立が前提となります）

申告書提出期限　令和３年３月１５日（月）まで（郵送も可）

※町県民税申告用紙は税務課窓口に備え付けてあります。
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◇公的年金等控除の改正
１.公的年金等控除額が一律 10 万円引き下げられます。

２. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える納税義務者に

　 ついては、公的年金等控除額が段階的に引き下げられます。

受給者の
年齢区分

公的年金等の
収入金額（A）

公的年金等控除額
改正後

改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000 万円以下 1,000 万円超　
2,000 万円以下 2,000 万円超 区分なし

65 歳未満

130 万円以下 60 万円 50 万円 40 万円 70 万円
130 万円超　
410 万円以下

（A）×25％ +
27 万 5 千円

（A）×25％ +
17 万 5 千円

（A）×25％ +
7 万 5 千円

（A）×25％ +
37 万 5 千円

410 万円超
770 万円以下

（A）×15％ +
68 万 5 千円

（A）×15％ +
58 万 5 千円

（A）×15％ +
48 万 5 千円

（A）×15％ +
78 万 5 千円

770 万円超
1,000 万円以下

（A）×5％ +
145 万 5 千円

（A）×5％ +
135 万 5 千円

（A）×5％ +
125 万 5 千円 （A）×5％ +

155 万 5 千円
1,000 万円超 195 万 5 千円 185 万 5 千円 175 万 5 千円

65 歳以上

330 万円以下 110 万円 100 万円 90 万円 120 万円
330 万円超　
410 万円以下

（A）×25％ +
27 万 5 千円

（A）×25％ +
17 万 5 千円

（A）×25％ +
7 万 5 千円

（A）×25％ +
37 万 5 千円

410 万円超　
770 万円以下

（A）×15％ +
68 万 5 千円

（A）×15％ +
58 万 5 千円

（A）×15％ +
48 万 5 千円

（A）×15％ +
78 万 5 千円

   770 万円超　
1,000 万円以下

（A）×5％ +
145 万 5 千円

（A）×5％ +
135 万 5 千円

（A）×5％ +
125 万 5 千円 （A）×5％ +

155 万 5 千円
1,000 万円超 195 万 5 千円 185 万 5 千円 175 万 5 千円

◇非課税基準、扶養親族等の合計所得金額等要件

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48 万円以下 38 万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48 万円超 133 万円以下 38 万円超 123 万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75 万円以下 65 万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算特例について、必要
経費に算入する金額の最低保障額 55 万円 65 万円

ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 48 万円以下 38 万円以下
障害者、未成年、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の
合計所得金額要件 135 万円以下 125 万円以下

均等割の非課税基準額

同一生計配偶者及び扶養親
族がいない場合 38 万円 28 万円

同一生計配偶者又は扶養親
族がいる場合

28 万円 ×( 本人 + 同一生
計配偶者 + 扶養親族 ) の
人数 +26 万 8 千円

28 万円 ×( 本人 + 同一生
計配偶者 + 扶養親族 ) の
人数 +16 万 8 千円

所得割の非課税基準額

同一生計配偶者及び扶養親
族がいない場合 45 万円 35 万円

同一生計配偶者又は扶養親
族がいる場合

35 万円 ×( 本人 + 同一生
計配偶者 + 扶養親族 ) の
人数 +42 万円

35 万円 ×( 本人 + 同一生
計配偶者 + 扶養親族 ) の
人数 +32 万円
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◇調整控除の改正
合計所得金額が２,５００万円を超える所得割の納税義務者は、調整控除の適用はできないこととされ

ます。

◇未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し
１.未婚のひとり親にひとり親控除を適用

　　婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について、「ひとり親控除」を  

　　適用することとなりました。

２.寡婦控除の見直し

　　上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として適用することとし、子以外の扶養親族

　　を持つ寡婦についても、所得制限（合計所得金額５００万円以下）を設けることとなりました。

◇基礎控除の改正
１.基礎控除額が１０万円引き上げられます

２. 合計所得金額が２，４００万円を超える所得割の納税義務者については段階的に引き下げら

れ、合計所得金額が２，５００万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用が

されないことになりました。

◇給与所得控除の改正
１.給与所得控除額が一律１０万円引き下げられます。

２.給与等収入金額が８５０万円を超える場合の給与所得控除額は１９５万円を上限とされます。

◇所得金額調整控除の創設
１. 給与等の収入金額が８５０万円を超える所得割の納税義務者で、次のいずれかに該当する場

合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。

（給与等の収入金額（１，０００万円を限度）－８５０万円）×１０％

●本人が特別障害者に該当する

●年齢２３歳未満の扶養親族を有する

●特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

２. 給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある所得割の納税義務者で、給与所得金

額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が１０万円を超える者の総所得金額を計算す

る場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。

給与所得金額（１０万円を限度）＋公的年金等に係る雑所得の金額（１０万円を限度）－１０万円

※（１）の控除がある場合は、（１）の控除後の金額から控除します。

給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前

162 万 5 千円以下 55 万円 65 万円
162 万 5 千円超 180 万円以下 収入金額 ×40％－ 10 万円 収入金額 ×40％
180 万円超 360 万円以下 収入金額 ×30％＋ 8 万円 収入金額 ×30％＋ 18 万円
360 万円超 660 万円以下 収入金額 ×20％＋ 44 万円 収入金額 ×20％＋ 54 万円
660 万円超 850 万円以下 収入金額 ×10％＋ 110 万円 収入金額 ×10％＋ 120 万円850 万円超 1,000 万円以下 195 万円1,000 万円超 220 万円

所得割の納税義務者の合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前

2,400 万円以下 43 万円
33 万円

（所得制限なし）
2,400 万円超 2,450 万円以下 29 万円
2,450 万円超 2,500 万円以下 15 万円
2,500 万円超 適用なし

★個人住民税★

令和３年度から適用される税制改正の内容は次のとおりです
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営業時間　午前１１時～午後７時　
          (受付は午後６時３０分まで)
ごんた食堂
　【平日】
　　午前１１時３０分～午後２時
　　午後４時３０分～７時
　【土・日・祝日】
　　午前１１時３０分～午後７時
　　（ラストオーダー　午後６時３０分まで）
※風呂の日には、お得な当日限定の日替わりメニュー
 『風呂の日定食』がございます。

法事や各種宴会のご予約
お待ちしています！
詳細はごんた食堂へ。

皆様のご利用を心からお待ちしています。
問合せ
　　下市温泉秋津荘・明水館
　　　☎ ０７４７-５２-２６１９（フロイク）
      　IP ０７４７-６８-９０８１　

ら 
情報く 

Information

 し
 の

　納期限を守って、納め忘れのないようにしましょう。
※口座振替をご利用の方は、３月１日(月)が振替日とな
　ります。預金残高のご確認をお願いいたします。　
　　　　　　　　　　　　下市町役場　住民保険課

日　　　　時　２月１６日（火）　午後１時～４時
場　　　　所　下市町役場
予約・問合せ　下市町役場　住民保険課
　　　　　　　☎ ０７４７-５２-０００１（代表）
　　　　　　　IP ０７４７-６８-９０６３（直通）

　冬場に長期間留守にする場合や、気温が氷点下４
℃以下になると水道が凍結しやすくなります。屋
外、北側で日が当たらない場所、風当りの強いとこ
ろ、むきだしになっている水道管などは特に注意が
必要です。
凍結防止法
　①夜中に蛇口から水を少量出す
　②凍結防止材を施工する
　③給水管に風が当たらないようにする
●凍結した場合の対処法
　①無理に蛇口をひねらない
　②熱湯を凍結した部分に直接かけず、タオルなど
　　を巻いた上からかける
　③ドライヤーなどの温風を当てたり、カイロなど
　　の低温の暖房部材を凍結部にあてる
●凍結によって蛇口、給水管が破損した場合
　止水栓を閉め、速やかに下市町指定給水装置工事
　事業者に対応を依頼する
●漏水による水道料金には減免基準に該当する場合
　に限り減免の制度がありますので、下記までお問
　い合わせください。
問合せ　下市町役場　上下水道課
　　　　☎０７４７－５２－５５４０

場　　　　所　大淀町大字下渕６８番地の４
　　　　　　　やすらぎビル４階
問 　 合 　 せ　☎ ０５０-３３８３-００２５
　　　　　　　※無料になる場合があります。
　　　　　　　　まずは電話でお問い合わせを。

予約・問合せ　奈良弁護士会
　　　　　　　中南和法律相談センター係
　　　　　　　☎０７４２-２２-２０３５

日　　　　時　毎週木曜日　午後１時～４時
　　　　　　　開催日等は直接お問い合わせください。
場　　　　所　大淀町役場
問 　 合 　 せ　大淀町役場　人権住民課
　　　　　　　☎０７４７-５２-５５０１（代表）

♨今月の風呂の日は26日です

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

２月の営業日カレンダー
※
〇
印
の
日
が
休
館
日
で
す
。

下市温泉秋津荘・明水館・ごんた食堂
 営業日のお知らせ

３月１日（月）は国民健康保険税第８期
　　　　　　　 後期高齢者医療保険料第８期

　　　　　　　の納期限です。

吉野三町無料法律相談
〈奈良弁護士会所属弁護士による無料相談〉

法テラス南和法律事務所 
〈常駐の弁護士が相談にあたります〉

中南和法律相談センター無料法律相談
〈県内中南和各地で随時開催しています〉

消費生活相談

こんな時は凍結に注意

～ マイナンバーカードを作りましょう ～ 10



図書館だより

★○印が休館日です
★開館時間　木曜日〜月曜日
　　　　　　午前 9 時〜午後 5 時
★開館時間以外は、玄関脇の
　返却 BOX へお返しください。
  （DVD・ビデオテープを除く）

社
協
だ
よ
り

　

い
つ
も
善
意
銀
行
に
預
託
を
い

た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

12
月
16
日
～
１
月
15
日
の
期
間

に
、
次
の
皆
さ
ん
か
ら
預
託
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
敬
称
略
）

・
社
会
福
祉
の
た
め

　

匿　
　

名　
　
　
　
　

３
千
円

　

下
市
町
商
業
近
代
化
促
進
協
議
会

　
　
　
　
　
　
　

８
千
１
３
３
円

・
供
養
と
し
て

　

松
場　

和
義
（
丹
生
）
２
万
円

　

仲
田　

正
和
（
堀
毛
）
５
万
円

社
会
福
祉
協
議
会
へ
寄
付

・
供
養
と
し
て

　

野
田　

政
男
（
堀
毛
）
５
万
円

相談内容 場　　所 相　談　日 時　間

行政・人権・心配ごと相談
行政相談委員・人権擁護委員
民生児童委員が相談を受けます。

（電話相談も可）

下市町交流センター
（ごんたくんの家）
☎ 0747-52-6125

２月   ４日（木）

午後 1 時

3 時

３月   ４日（木）

人権・心配ごと相談
人権擁護委員・民生児童委員が
相談を受けます。

（電話相談も可）

下市町交流センター
（ごんたくんの家）
☎ 0747-52-6125

２月１８日（木）

３月１８日（木）

〜

　

２
月
は
気
温
の
低
い
時
期
で
あ
り
、

風
邪
な
ど
の
流
行
で
献
血
さ
れ
る
方

の
数
が
減
少
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
、
例
年
以
上
に
献

血
さ
れ
る
方
が
減
少
し
て
お
り
ま
す
。

　

皆
様
の
献
血
の
ご
協
力
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

【
日　

時
】

２
月
11
日
（
木
）

・
午
前
10
時
～
正
午

・
午
後
１
時
～
４
時

【
場　

所
】　

吉
野
町　

南
都
銀
行
上
市
支
店
駐
車
場

【
主　

催
】

一
般
社
団
法
人
吉
野
青
年
会
議
所

【
予　

約
】

　

☎
０
７
４
６
ー
３
２
ー
５
９
６
８

　

午
前
10
時
～
午
後
２
時（
月
火
木
金
）

※
詳
細
は
折
り
込
み
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

　

図
書
館
で
は
電
話
で
の
本
の
予

約
・
延
長
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

下
市
観
光
文
化
セ
ン
タ
ー
２
Ｆ

　
　
　
　
（
下
市
町
立
図
書
館
）

　

☎
0
7
4
7
―
５
２
―
１
７
１
１

Ｉ
Ｐ
0
7
4
7
―
６
８
―
９
０
８
０

２月の休館日
新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、
１月～３月までおはな
し会はお休みします。

　
強
烈
な
台
風
や
大
地
震
な
ど
で
も
「
逃
げ
な
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電話番号＆ＩＰ電話案内　

ⅠＰは、各課直通電話番号です。

－　役　場　－
代表 ☎ 0747-52-0001

－　庁舎1階　－
財務監理課 IＰ 68-9062
住民保険課 IＰ 68-9063
健康福祉課 IＰ 68-9064
 IＰ 68-9065
税務課 IＰ 68-9066
建設課 IＰ 68-9067

－　庁舎2階　－
総務課 IＰ 68-9060
地域づくり推進課 IＰ 68-9070

－　庁舎3階　－
議会事務局 IＰ 68-9061

－　庁　外　－
教育委員会 ☎ 52-1711
 IＰ 68-9080
総合体育館 ☎ 52-8965
 IＰ 68-9084
水道事業所  ☎ 52-5540

（上下水道課） IＰ 68-9076
紫水苑 ☎ 52-5901

（生活環境課） IＰ 68-9075
秋津荘・明水館 ☎ 52-2619
 IＰ 68-9081
丹生支所 ☎ 58-0304
下市中学校 ☎ 52-3955
 IＰ 68-9077
下市小学校 ☎ 52-5431
 ＩＰ 68-9079
下市こども園 ☎ 52-2709
 IＰ 68-9083
社会福祉協議会 ☎ 52-6125

　 のうご
き

人

人　口　5,107 人　(－23)
　男　　2,401 人　(－ 7)
　女　　2,706 人　(－16)
世帯数　2,419世帯（－ 5）
　　　　　　（　）内は前月比
　出生　1人　　死亡  11人
　転入  5人　　転出  18人

令和３年１月１日現在

令 和３年「 下 市 初 市 」の
開 催 中 止 に つ い て

　例年２月12日に実施しております「下市初市」は、
全国的に拡大している新型コロナウイルス感染症等
の事情により、露店商の出店やイベント等について
は中止をさせていただくこととなりました。
　皆様のご理解のほどよろしくお願いします。
　　　　　　　　下市初市実行委員会
　　　　　　　　　会長　下市町長　杦本　龍昭

下市町立図書館 新着図書リスト
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SNS 暴力 毎日新聞取材班

ブラック・ライヴズ・マター マニュエル・ヤン
他

バズレシピ　ベジ飯編 リュウジ

畑の益虫とその増やし方 東宮千鶴 / 編

ハリネズミは月を見上げる あさのあつこ

乱癒えず 佐伯泰英

あきない世傳九　淵泉篇 高田郁

ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ 三上延

ねこはるすばん 町田尚子

ぎょうれつのできる
スパゲッティやさん ふくざわゆみこ

ピラミッドのサバイバル 2 洪在徹 / 文　
文情厚 / 絵

プラバンの
アクセサリー BOOK schole

ほねほねザウルス まもれ！
マンモスたちのだいち

ぐるーぷ・アンモ
ナイツ

令夢の世界はスリップする はやみねかおる

5 分後に美味しいラスト エブリスタ / 編

モンスターストライク
最強プレイヤー決定戦

XFLAG スタジオ /
原作


